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六
十
二
年
版
の
「
海
上
保
安
白
書
」
に
よ
る
と
、
我
が
国
の
周
辺
海
域
に
お
い
て
救
助
を
必
要
と
す
る
海
難
に
遭

遇
し
た
船
舶
（
要
救
助
船
舶
）
は
、
一
、
八
四
三
隻
、
一
、
〇
〇
四
、
四
九
六
総
ト
ン
で
あ
り
、
こ
れ
に
伴
う
遭
難
者

は
九
、
一
一
三
人
で
、
行
方
不
明
も
含
め
二
六
八
人
の
尊
い
人
命
が
失
わ
れ
た
。
過
去
五
年
間
の
統
計
を
み
て

も
、
要
救
助
船
舶
の
合
計
隻
数
は
ほ
ぼ
二
、
〇
〇
〇
隻
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。 

我
が
国
は
、
四
面
を
海
に
囲
ま
れ
た
海
洋
国
で
あ
り
、
ま
た
、
主
要
資
源
等
の
輸
出
入
に
よ
る
海
上
輸
送
活
動
、

あ
る
い
は
最
近
の
国
民
生
活
の
向
上
、
余
暇
時
間
の
増
大
等
を
背
景
と
し
た
海
洋
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
活
動
等
の

活
発
化
の
た
め
、
近
年
、
船
舶
交
通
の
輻
輳
化
及
び
多
様
化
が
一
層
進
展
す
る
と
と
も
に
、
我
が
国
及
び
そ
の
周

辺
海
域
は
地
形
や
気
象
が
複
雑
で
変
化
が
激
し
い
た
め
、
海
難
事
故
の
発
生
件
数
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。 

か
か
る
現
状
に
よ
り
、
国
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
立
場
か
ら
、
政
府
は
海
難
救
助
に
対
し
、
今
後
、
一
層
施 

海
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意
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策
を
強
力
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
民
間
に
お
け
る
海
難
救
助
活
動
へ
の
助
成
を
充
実
・
強
化
す
べ

き
で
あ
る
。 

一 

海
難
救
助
は
、
海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
四
月
二
十
七
日
、
法
律
第
二
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
海
上
保
安
庁
の
所
管
す
る
事
務
と
さ
れ
て
い
る
。
六
十
一
年
の
救
助
状
況
を
み
る
と
、
海
上
保
安
庁
に

よ
る
救
助
は
要
救
助
船
舶
数
一
、
八
四
三
隻
中
四
三
七
隻
（
二
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
。
海
上
保
安
庁
以

外
の
船
舶
に
よ
る
救
助
は
、
八
五
九
隻
（
四
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
。
こ
の
海
上
保
安
庁
以
外
に
つ
い

て
、
そ
の
う
ち
わ
け
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

海
難
救
助
は
、
水
難
救
護
法
（
明
治
三
十
二
年
三
月
二
十
九
日
、
法
律
第
九
十
五
号
）
に
よ
つ
て
、
地
元
市
町

村
長
の
責
務
と
な
つ
て
い
る
。 

よ
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

と
く
に
、
沿
岸
部
に
お
け
る
海
難
救
助
活
動
に
つ
い
て
は
、
民
間
団
体
で
あ
る
社
団
法
人
日
本
水
難
救
済
会 

四 

 



 

四 

現
在
、
救
難
所
員
が
海
難
救
助
に
出
動
し
た
場
合
、
同
一
事
故
で
二
日
～
七
日
出
動
し
て
も
一
件
と
し
て
計

算
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
消
防
団
員
の
場
合
の
出
動
一
回
に
つ
き
一
件
と
す
る
計
算
方
法
と

比
較
し
て
相
違
が
あ
る
。 

三 

救
難
所
員
は
、
何
ら
身
分
保
障
も
な
く
、
奉
仕
的
に
無
報
酬
で
活
動
を
行
つ
て
い
る
。 

の
地
方
支
部
管
下
の
救
難
所
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
六
十
一
年
に
お
け
る
救
難
所
員
の
出
動
件
数
は
二
四

四
回
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
救
難
所
の
運
営
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
地
元
の
地
方
自
治
体
や
漁

業
協
同
組
合
な
ど
の
援
助
に
よ
つ
て
賄
わ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。 

し
か
し
、
実
際
に
救
助
に
向
か
う
場
合
、
自
ら
の
生
命
に
関
わ
る
危
険
を
伴
う
こ
と
か
ら
、
非
常
勤
消
防
団

員
と
同
じ
身
分
保
障
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
伺
い
た
い
。 

政
府
は
、
こ
れ
ら
救
難
所
の
運
営
に
対
し
て
、
補
助
金
等
に
よ
る
助
成
措
置
を
講
ず
べ
き
と
思
う
が
ど
う

か
。 

五 

 



 

 

六 

こ
の
差
を
設
け
て
い
る
理
由
は
何
か
。
ま
た
、
出
動
手
当
の
金
額
の
引
き
上
げ
等
も
含
め
て
、
改
善
す
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

五 

全
国
各
地
に
設
け
ら
れ
て
い
る
救
難
所
の
救
難
器
具
整
備
に
関
し
て
は
、
海
上
保
安
庁
が
現
在
実
施
し
て
い

る
救
難
用
物
品
の
無
償
貸
与
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。 

今
後
、
新
た
に
、
ゴ
ム
ボ
ー
ト
や
モ
ヤ
イ
銃
及
び
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
等
の
補
充
・
整
備
に
助
成
を
行
い
、
救

難
器
具
等
の
整
備
の
充
実
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

六 

現
行
の
水
難
救
護
法
の
関
係
法
令
を
一
元
化
し
、
現
状
に
則
し
た
内
容
の
「
漁
船
等
海
難
救
助
法
」
（
仮
称
）
を

制
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


